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第３回 串本町農業委員会定例会会議録 
 
 
日  時  平成２３年６月６日（月）午後１時３０分～ 
場  所  串本町文化センター２F A・B 会議室 
招 集 者  串本町農業委員会会長 岡田嘉治 
議  事   
   第１０号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１１号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１２号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１３号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１４号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１５号  串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定について 

   第１６号  農地法第３条の規定による許可申請について 

   第１７号  農地法第５条の規定による許可申請について 

   第１８号  農地法第５条の規定による許可申請について 

  その他    
 
出席委員   
   １番 赤埴満夫  ２番 岩谷吉啓  ３番 岡田嘉治  ４番 尾鷲壽夫 
   ５番 垣本 保  ６番 清野房松  ７番 小山松壽  ８番 小山喜行 

  ９番 坂田莞爾 １０番 阪田洋好 １２番 芝崎憲年 １３番 杉本正幸 
  １４番 鈴木利朗 １５番 竹田敏明 １６番 角 是明 １７番 中峰 聖 
  １８番 西多計司 １９番 西  豊 ２０番 東地寧司 ２１番 平﨑茂樹 
   
欠席者   
  １１番 地當博巳 ２２番 中村省一  
 
 
出席した職員 
  西野・白野 
 
 
 
 
 



議   長   皆さん、こんにちは。開会時間が少し遅れましたが、ただいまから平成

２３年度串本町農業委員会第３回定例会を開催いたします。本日欠席届を

出している委員はございませんが、まだ来ていない方がおりますけども、

時間が過ぎましたので始めたいと思います。本日の会議の署名委員は、１

２番の芝崎委員、１３番の杉本委員にお願いいたします。本日の議題は１

０号から１８号までの９件となっています。それでは早速ですが、議題に

入っていきたいと思います。議案第１０号、串本町農業経営基盤促進事業

実施方針による利用権の設定についてを議題といたします。事務局、提案

趣旨の説明をお願いします。 
  

事 務 局   議案第１０号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
（議案書に従い朗読） 

 
議   長   それでは、現地調査委員の報告をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番、杉本です。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ありがとうございました。ただいまの事務局の説明並びに現地調査報告

に対する質疑がありましたら伺います。質疑はございませんか。 
 
なしの声。 
 
議   長   質疑なしの声がございますのでお諮りいたします。本案について原案ど

おり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき本案は承認可決されました。次にまいります。

議案第１１号串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定

についてを議題といたします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 
 



事 務 局   議案第１１号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
        （議案書に従い朗読） 
 
議   長   それでは、現地調査報告をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番、杉本です。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ただいまの事務局からの趣旨説明並びに現地調査報告に対する質疑があ

りましたら伺います。質疑ございませんか。 
 
坂 田 委 員   ９番、坂田です。 
 
議   長   ９番、坂田委員。 
 
坂 田 委 員   １０号はもう通っているんですけど、１１号も同じ人が借りることにな

るんですよね。その中の自作地が 165 ㎡で同じなんですけど、借入地が 2,512
㎡、合計 2,677 ㎡、数字が合わないんですけど、どういう数字が組まれてい

るのか事務局に説明お願いします。 
 

事 務 局   これは一連の届出を受けている１０号以降が認められれば、農地の借入

地が増えていくわけで、まだ認定はされていないんですけど、事前にこう

いった形で増えていきますという積上げの数字を入れさせてもらっていま

す。以上です。 

 

坂 田 委 員   特に問題があるとは思わないのですが、数字が合わないもんでね。 
 
事 務 局   はい、よろしいですか。 
 
議   長   はい、事務局。 
 
事 務 局   議案の順番でこの利用権の設定をした時の、農業委員会に上げた時の順



番と議案の設定の順番がテレコになっている部分があるんですけど、その

辺が統一できていません。申し訳ないです。 
 
議   長   坂田委員、よろしいですか。 
 
坂 田 委 員   はい。 
 
議   長   他にございませんか。質疑が無いようですのでお諮りいたします。本案

について原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき本案は原案どおり承認可決されました。次にま

いります。議案第１２号串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用

権の設定についてを議題といたします。事務局、提案趣旨の説明をお願い

します。 

 
事 務 局   議案第１２号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
       （議案書に従い朗読） 
 
議   長   それでは現地調査委員の報告をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番、杉本です。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ありがとうございました。ただいま事務局からの説明の中で、面積につ

いて 604 ㎡を 298 ㎡に訂正してほしいという件がございましたので、皆さ

んよろしくお願いします。それでは、事務局の提案趣旨の説明並びに現地

調査報告に関する質疑があれば伺います。ございませんか。 
 
なしの声。 
 



議   長   質疑なしの声がございますので質疑を打ち切ります。お諮りをいたしま

す。本案について原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき本案は原案どおり承認可決されました。次にま

いります。議案第１３号串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用

権の設定についてを議題といたします。事務局、提案趣旨の説明をお願い

します。 
 
事 務 局   議案第１３号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
       （議案書に従い朗読） 
 
議   長   続きまして現地調査報告をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ありがとうございました。ただいまの事務局からの趣旨説明並びに現地

調査報告に対する質疑等ありましたら伺います。質疑ございませんか。 
 
なしの声。 
 
議   長   質疑なしの声がございますので質疑を打ち切ります。お諮りいたします。

本案については、原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき、本案は承認可決されました。次へまいります。

議案第１４号串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設定

についてを議題といたします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 
 



事 務 局   議案第１４号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
       （議案書に従い朗読） 
 
議   長   続きまして現地調査報告をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長    ありがとうございました。ただいまの事務局からの趣旨説明並びに現地

調査員の報告について、質疑がありましたら伺います。質疑ございません

か。 
 
なしの声。 
 
議   長    質疑なしの声がございますので質疑を打ち切ります。お諮りいたします。

本案については、原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長    異議なしの声多数につき本案は承認可決されました。 

次の第１５号と第１６号は、関係があるために一括審議したいと思いま

すので、一括して提案をいたします。議案第１５号串本町農業経営基盤促

進事業実施方針による利用権の設定について、及び、第１６号農地法第３

条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局、提案趣旨

の説明をお願いします。 
 
事 務 局   議案第１５号、串本町農業経営基盤促進事業実施方針による利用権の設

定について。 
               （議案書に従い朗読） 
 
議   長   それでは、現地調査員の報告をお願いします。 
 



芝 崎 委 員   １２番。 
 
議   長   １２番、芝崎委員。 
 
芝 崎 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ありがとうございました。ただいま事務局から趣旨説明がありました。

続いて現地調査報告がありましたが、これに対する質疑があれば伺います。

質疑ございませんか。 
 
坂 田 委 員   ９番、坂田です。 
 
議   長   ９番、坂田委員。 
 
坂 田 委 員   下限面積に抵触するということで一括審議にするのなら分かりますけど、

この場合は別々の案件でもよかったのではないのでしょうか。 

 

議   長   先に議案１５号が承認可決されて、次の１６号を審議している時に、下

限面積の問題で認めることができないと判断された時に、一度可決した結

果を今日の会議で取消すことができないので、一括提案した方が両方同時

に審議できるという事で一括にしました。 
 
坂 田 委 員   そのようなつもりで要請したことは分かるのですが、調査員の説明では、

自作地が１反以上あるということだったので。 
 
議   長   いいえ、自作地が 231 ㎡です。 
 
坂 田 委 員   えっ、１反じゃないんですか。 
 
議   長   231 ㎡です。 
 
坂 田 委 員   はい、分かりました。 
 
議   長   よろしいですか。 
 
坂 田 委 員   はい。 



議   長   他にございませんか。 
 
なしの声。 
 
議   長   質疑なしの声がございますので質疑を打ち切ります。お諮りいたします。

議案第１５号については、原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長    異議なしの声多数につき１５号は原案どおり承認可決されました。続い

て、第１６号について原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき本案は原案どおり承認可決されました。次にま

いります。議案第１７号農地法第５条の規定による許可申請についてを議

題といたします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 
 
事 務 局   議案第１７号、農地法第５条の規定による許可申請について。 
        （議案書に従い朗読） 
 
議   長   それでは、現地調査報告をお願いします。 
 
西 委 員   １８番、西です。 
 
議   長   １８番、西委員。 
 
西 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   よろしいですか。 
 
西 委 員   はい。 
 
議   長   ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの趣旨説明

並びに現地調査報告に対する質疑があれば伺います。ございませんか。 
 



なしの声。 
 
議   長   質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。お諮りをいたします。

本案については原案どおり承認することに異議ありませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長   異議なしの声多数につき本案は承認可決されました。次へまいります。

議案第１８号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といた

します。事務局、提案の趣旨説明をお願いします。 
 
事 務 局   議案第１８号、農地法第５条の規定による許可申請について。 
       （議案書に従い朗読） 
 
議   長   それでは、現地調査の説明をお願いします。 
 
杉 本 委 員   １３番。 
 
議   長   １３番、杉本委員。 
 
杉 本 委 員   （担当委員の現地調査説明等） 
 
議   長   ありがとうございました。ただいまの事務局の趣旨説明並びに現地調査

員報告に対する、質疑がありましたら伺います。質疑ございませんか。 
 
なしの声。 
 
議   長   質疑なしの声がございますので質疑を打ち切ります。お諮りをいたしま

す。本案については、原案どおり承認することに異議ございませんか。 
 
異議なしの声。 
 
議   長    異議なしの声多数につき本案は原案どおり承認可決されました。以上で

本日の議案は全て終了いたしました。次にその他の方になります。事務局

何かありますか。 
 



（事務局より農業委員会選挙の定数に関する説明後、意見交換） 
 
議   長   他にないですか。事務局の方で何もないようですので、皆さんの方で何

かありませんか。ないようですので、本日の会議はこれにて閉会いたしま

す。ありがとうございました。 
 
１４時２７分、定例会終了。 


